
春日部市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地  

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例              

春日部市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例（平成２４年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正後の欄の項（以下「改正後の項」という。）に対応する改正前の欄の

項が存在しない場合にあっては、当該改正後の項を加える。 

(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（地域との連携等） （地域との連携等） 

第39条 第39条  

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の所在する建物と同一の建物に居住する利用者

に対して指定介護予防認知症対応型通所介護を

提供する場合には、当該建物に居住する利用者

以外の者に対しても指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供を行うよう努めなければならな

い。 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第44条 第44条 

６  ６  

 当該指定介護予

防小規模多機能

型居宅介護事業

所の同一敷地内

に中欄に掲げる

施設等のいずれ

かがある場合 

前項中欄に掲げ

る施設等、指定

居宅サービスの

事業を行う事業

所、指定定期巡

回・随時対応型

訪問介護看護事

業所、指定地域

密着型通所介護

事業所、指定認

知症対応型通所

介護事業所、指

定介護老人福祉

施設又は介護老

人保健施設 

看護師又

は准看護

師 

 当該指定介護予

防小規模多機能

型居宅介護事業

所の同一敷地内

に中欄に掲げる

施設等のいずれ

かがある場合 

前項中欄に掲げ

る施設等、指定

居宅サービスの

事業を行う事業

所、指定定期巡

回・随時対応型

訪問介護看護事

業所、指定認知

症対応型通所介

護事業所、指定

介護老人福祉施

設又は介護老人

保健施設 

看護師又

は准看護

師 



（準用） （準用） 

第86条 第11条、第12条、第14条、第15条、第23

条、第24条、第26条、第31条から第34条まで、

第36条、第37条（第４項を除く。）、第38条、

第39条（第５項を除く。）、第56条、第59条及

び第61条の規定は、指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の事業について準用する。この場

合において、第11条第１項中「第27条に規定す

る運営規程」とあるのは「第80条に規定する重

要事項に関する規程」と、「介護予防認知症対

応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第26条第２項中「この節」とあるのは「第

４章第４節」と、第32条中「介護予防認知症対

応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第39条第１項中「介護予防認知症対応型通

所介護について知見を有する者」とあるのは「介

護予防認知症対応型共同生活介護について知見

を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、第56条中「介護予防小規模多機能型居宅介

護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第59

条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。

第86条 第11条、第12条、第14条、第15条、第23

条、第24条、第26条、第31条から第34条まで、

第36条、第37条（第４項を除く。）、第38条、

第39条、第56条、第59条及び第61条の規定は、

指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業

について準用する。この場合において、第11条

第１項中「第27条に規定する運営規程」とある

のは「第80条に規定する重要事項に関する規程」

と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者」

とあるのは「介護従業者」と、第26条第２項中

「この節」とあるのは「第４章第４節」と、第

32条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」

とあるのは「介護従業者」と、第39条第１項中

「介護予防認知症対応型通所介護について知見

を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応

型共同生活介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「２月」と、第56条中「介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とある

のは「介護従業者」と、第59条中「指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは

「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者」と読み替えるものとする。 

附 則

この条例は、平成２９年１月１日から施行する。


